
スマートインターチェンジ（スマートIC）と

は、通常のインターチェンジとは異なり、通行

可能な車両（料金の支払い方法）を限定してい

るICです。

ご利用の際は以下の点にご注意ください。

①スマートICのご利用はETCカードと車載

機を搭載した車両しかご利用いただけません。

必ず有効なETCカードを車載機に挿入して

通行してください。

②スマートICを通行の際は、開閉バーの手前で

一旦停止をした後に通行してください。
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令和6年4月1日より、東九州自動車道・

隼人道路（末吉財部IC～隼人西IC）、南九

州西回り自動車道（市来IC～鹿児島西IC）

の夜間通行止め、九州自動車道 姶良ICの

夜間閉鎖を実施いたします。

交通量の多い昼間に実施できない工事・

点検などを実施いたします。

高速道路をご利用されるお客さまにはご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。

令和5年９月８日に鹿児島県内2つ目となる

霧島スマートIC（仮称）が事業化されました。

●事業概要

・路線名 ： 東九州自動車道

・設置場所： 鹿児島県 霧島市

・接続形式： 本線直結型

霧島スマートIC（仮称）の整備により企業活

動の活性化や企業進出による新規雇用者の増加、

周辺観光スポットへの観光客の増加が期待され

ます。

今後は、霧島スマートIC（仮称）の開通に向

け事務所全体で事業に取り組んでまいります。

霧島スマートＩＣ

（仮称）

舗装補修工事（工事中）


